
宇多津町告示第 ８０ 号 

 

 

条件付き一般競争入札を行うので、宇多津町契約規則（昭和45年規則第９号）第５条

第１項の規定により公告する。 

 

 

令和８年６月１日 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇多津町長　谷　川　俊　博　　 

 



入札公告 

１　入札に付する事項 

（１）事業名 

令和８年度情報セキュリティポリシー改定支援業務 

（２）要求諸元 

仕様書による。 

（３）納入場所 

宇多津町総務課 

（５）納入期限 

令和９年３月26日 

（６）入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（以下「入札金額」という。）

に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を

入札書に記載すること。 

なお、入札書は指定の様式を用いて、入札金額はアラビア数字で、インク又は

墨で記入し、頭書に￥の記号を付記のうえ、1,000円未満の端数がないものとし

たうえ、封筒に入れ封緘すること。 

 

２　契約書作成の要否 

要 

 

３　入札執行部署 

郵便番号：769-0292 

住 所：香川県綾歌郡宇多津町1881番地 

宇多津町役場本館３階　総務課（デジタル推進グループ） 

電話番号：0877-49-8013 

 



４　契約の内容を示す日時及び場所 

　　入札説明会は仕様書を公開することに替え実施しない。 

（１）入札説明書等の交付場所 

宇多津町ホームページ（https://www.town.utazu.lg.jp/） 

分類でさがす > 事業者のかたへ > 入札・契約 > 入札・プロポーザル 

（２）入札説明書等を公布する日時等 

公布の日 

 

５　契約の内容に関する質問の受付 

契約の内容に関する質問がある場合は、令和８年６月９日正午までに「３　入札

執行部署」に示した場所に対し電子申請届出システムにより提出するものとする。 

回答は令和８年６月11日午後５時までに、入札説明書等の交付場所に掲載する。 

問い合わせ文書には、会社名、担当者名、電話連絡先を明記すること。なお、電

話、電報等による質問については一切受け付けない。 

 

６　入札及び開札を行う日時及び場所等 

（１）入札及び開札の日時 

令和８年６月22日　午後1時30分 

（２）入札及び開札の場所 

香川県綾歌郡宇多津町1881番地 

宇多津町役場　本館３階会議室 

（３）入札書の提出方法 

持参により提出するものとし、郵送又は電送によるものは認めない。 

なお、代理人が提出する場合は、委任状を提出し、入札書に代理人名を記入押

印すること。 

 

７　入札保証金及び契約保証金 

なし 

 

８　入札者の参加資格 

次に掲げる要件を満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）による更正手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、次に掲げるものはこの要件を満たす者とする。 



①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

②民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る）。）を受けた者 

（３）宇多津町が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、

競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

（４）宇多津町が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けてい

ない者であること。 

（５）令和６年４月１日以降に地方公共団体に対し情報セキュリティポリシーの策定

または改定支援の実績を２件以上有する者であること。 

 

９　入札者に要求される事項 

入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を令和８年６月16日午後３時

までに、「３　入札執行部署」に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果

は、令和８年６月18日までに文書で通知する。 

 

10　入札の無効 

次の各号に該当する場合における入札は無効とする。 

①本公告に示した入札参加資格のない者がした場合 

②入札者に求められる義務を履行しなかった者がした場合 

③入札に際し不正行為があった場合 

④入札書に氏名その他重要な文字又は押印が誤脱し、又は不明である場合 

⑤入札書の金額を訂正した場合 

⑥前各号に掲げるもののほか、あらかじめ指定した事項に違反した場合 

 

11　入札又は開札の取消し又は延期による損害 

天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により

競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札

又は開札を取り消し、又は延期することがある。この場合、入札又は開札の取消し又

は延期による損害は、入札者の負担とする。 

 

12　落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。 

 

 



13　落札の無効 

落札者は、落札決定の通知を受けた日から５日以内に契約を締結しなければならず、

この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落

札は、無効とする。ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむ

を得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 

 

14　予約完結権の譲渡の禁止 

落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡して

はならない。 

 

15　その他 

（１）本公告に定めるもののほか、規則及び仕様書を遵守すること。 

（２）落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「宇多津町物品の買入れ等

に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 

（３）入札参加資格の確認のため、関係機関に照会する場合がある。 

（４）申請書等を郵送で提出する場合は、指定の期限までに必着であること。入札者の

責めによらない事由であっても遅延を認めない。


